
◎先行政令指定都市における区名選定の方法について

静岡市 浜松市 新潟市

静岡市行政区画等審議会 浜松市行政区画等審議会 新潟市行政区画審議会

・選考の基本方針，区名の
 公募方法などについて審
 議
・区名案募集
・審議会で候補決定
・候補に対し区名投票・最
 多投票数となった名称で
 決定

・区名案募集
・審議会で候補決定
・区名投票・審議会で最終
 決定

・区名案募集
・審議会で複数の候補に
 絞り込み
・区名意向調査
・審議会で最終的に区名
 案を選定

種 類 投票 投票 意向調査

期 間
平成16年１月15日
　　～2月16日（１ヶ月）

平成18年1月5日
　　～1月31日（約1ヶ月）

平成18年2月24日
　　～3月9日(2週間）

対 象 者
市内在住，在勤，在学者
・小学生以上

市内在住者(小学生以上） 市内在住者（小学生以上）

区 名
候 補

選考委員会による審議と投
票，審議会による審議の結
果選考された３案（公募の
結果の上位３案とせず。）

審議会による審議の結果
選考された各区5案

検討委員会による審議と審
議会による審議の結果選
考された各区5案

投 票 等
の

方 法

・専用ハガキ（切手不要）
・郵送
・ファックス
・Ｅメール

・郵送（専用用紙または
 官製はがき等）
・ファクス
・電子メール
・受付窓口へ持参

・専用用紙あるが書式は
　問わない
・郵送
・ファックス
・Ｅメール
・市役所本庁舎，支所，
 地区事務所，連絡所へ
 持参（募集専用箱を設置）

投 票
数 等

76,016人
（有効数　73,406人）

65,832人
(有効数62,440人）

34,459人
(有効数33,436人）

そ の 他

いずれの区の名称も応募
可（ただし，１つの区につい
て，投票は１回限りとす
る。）

・１区のみでも複数区でも
　投票可
・１人１通、各区１案のみ
　への投票とする

・1つの区で2つ以上選択
　した場合は無効
・1つの区に対して、2回以
 上応募した場合は無効
・区名候補以外の区名案
 を記載した場合は無効

投 票
結 果

最多投票数となった名称を
各区の候補名称とする。

区名投票結果の取扱いに
ついては、審議会の区名決
定に当たっての参考とす
る。

原則として，区名意向調査
で各区において最も応募の
多かった候補を各区の区名
とするが、全市的な整合性
を考慮して，最終的に審議
会で選定し答申。

自治体名

選考主体

選定手法
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第６回 相模原市行政区画等審議会 参



岡山市

岡山市行政区画等審議会

・区名案募集
・審議会で各区の区名候
 補を選出
・区名意向調査
・審議会で各区の区名を
 選定

意向調査

平成20年4月28日
　　～5月19日（22日間）

市内在住者

審議の結果選考された各
区5案（A区は6案）

・郵送（専用応募ハガキ、
　官製ハガキ）
・ファックス
・Ｅメール
・市役所本庁，支所，
　出張所，連絡所，
　福祉事務所，ふれあい
　センター，公民館，市立
　図書館へ持参
　（専用応募箱へ投函）

60,075通
（有効数54,935通）

・1つの区でも複数の区で
 も応募可
・1つの区に対して2つ以上
 選択した場合は無効
・区名候補以外の区名を
 記入した場合は無効
・応募は一人につき1通に
 限る（同一人による複数
 応募は全て無効）

・意向調査の結果を基に、
 各区ごとに区名を選定
・区名選定に当たっては、
 応募結果を重要な判断
 材料として尊重するが、
 区の一体感の醸成や各
 区の整合性を図るため、
 必ずしも応募数の多いも
 のが選定されるものでは
 ない。

第６回 相模原市行政区画等審議会 参考資料２


